
No.

重点改革項目Ⅰ　「安心政令市にいがた」の実現に向けた機能強化

大項目 選択と集中による経営資源の適正配分 13

中項目 外部評価をふまえた事業の見直し、内部事務の効率化・簡素化

担当課 行政経営課

具体的な改革項目
事業仕分けなど外部評価をふまえた事業の見直し推進（実施とこれまでの3回の
進捗）

現状と課題
（これまでの取組）

市民生活の質的向上に直結するサービスや、拠点性を生かしたまちづくり、地域の活性化に資する施策などへ限られ
た経営資源を効果的・効率的に配分するため、外部の視点を取り入れた外部評価を通じて、継続的に事業見直しを推
進する必要がある。
平成21年度は職員自らによる事業仕分けを、平成22、24年度には外部評価による事業仕分けを実施

改
革
実
施
概
要

改革の目的、
考えられる効果

・限られた経営資源を効果的・効率的に配分、
・事業に対する行政の説明責任の徹底、
・市の財政状況などの市民理解向上、
・職員のさらなる意識改革　などが図られる。

取組の内容

・平成21、22、24年度に実施し、見直すとした事項の着実な実施
・市役所内部での事務事業の自己点検
・公開の場での外部評価の実施
・外部評価の意見を参考に市としての取組方針を策定し推進

取組工程
（具体的な内容）

現状
平成25年度

・取組方針に基き
見直し実施

平成26年度 最終目標／
27年度以降計画 実績 計画 実績

・取組方針に基き
見直し実施（H21、
22実施分）
・外部評価による
事業仕分け実施
（H24）

・取組方針に基き
見直し実施（H21、
22、24実施分）
・次回外部評価実
施方法の検討

・H21事業仕分け
の計画期間の成果
を公表
・取組方針に基き
見直し実施（H21、
22、24実施分）
・次回外部評価実
施方法の検討（平
成26年度は実施し
ないこととした。）

・取組方針に基き
見直し実施（H21、
22、24実施分）
・外部評価の実施
・市としての取組方
針の策定

・取組方針に基き
見直し実施（H21、
22、24実施分）

予定通り
進捗

進捗に
遅れあり

予定通り
進捗

進捗に
遅れあり

見直し実施外部評価を通じ見直し推進 実施方法検討 実施方針検討 実施、取組方針策定

進
捗
管
理

（各年度10月、年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組の状況

上半期
（4～9月）

・H21事業仕分けの計画期
間の成果を公表
・H22.24は取組方針に基
づき見直しを実施

指
標

未実施

・取組方針に基づき見直
しを実施（H21.22.24実施
分）
・H26事業仕分けは未実施

下半期
（10～3月）

・取組方針に基づき見直
しを実施（H21.22.24実施
分）
・次回外部評価実施方法
の検討（平成26年度は実
施しないこととした。）

・取組方針に基づき見直
しを実施（H21.22.24実施
分）
・H27年度からの次期行政
価格プラン策定にあた
り、行政改革プラン2013
について外部の有識者に
よる点検評価を行った。



B C

C

計
画
期
間
の
評
価

（平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定） 総合評価

年
度
評
価

（年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組工程、指標に対する評価

　H21.22.24年度に実施し
た事業仕分けについて
は、取組方針に基づき見
直しを実施した。
　次回(H26)外部評価につ
いて、平成26年度は、新
たな総合計画を策定する
年であり、次期行政改革
プランもそれに合わせて
策定するため、各計画策
定時に外部の意見聴取
や、点検・評価を行う。
また、政策の質の向上と
業務の効率化を図るた
め、市内部に「行政改革
推進本部」を設置し、本
市の施策や業務を分析・
評価するため、改めて事
業仕分けという手法での
外部評価は行わないこと
とした。

　H21.22.24年度に実施し
た事業仕分けについて
は、取組方針に基づき見
直しを実施した。
　事業仕分けについて
は、平成25年度の検討
で、平成26年度は様々場
面で、外部の視点による
点検・評価や意見聴取を
行うため実施しないとし
たことから未実施。（行
政改革プラン2013の点
検・評価委員会等）

課題、今後の方針、改善事項など

・各取組方針の計画的な実施
・さらなる選択と集中による事務
事業の最適化

・各取組方針の計画的な実施
・さらなる選択と集中による事務
事業の最適化

平成27年度以降

取組工程、指標に対する評価

　H21.22.24年度に実施した事業仕分けについては、取組方針
に基づき見直しを実施した。
　平成26年度に実施する予定だった外部評価は、平成26年度
が、新たな総合計画を策定する年であり、次期行政改革プラン
もそれに合わせて策定するため、各計画策定時に外部の意見聴
取や、点検・評価を行うことから、改めて事業仕分けという手
法での外部評価は行わなかった。

　各取組方針を
今後も計画的に
実施するととも
に、さらなる見
直しが必要なも
のは随時見直し
を行い、事務事
業の最適化を
図っていく。

価

課題、今後の方針、改善事項など

・各取組方針の計画的な実施
・さらなる選択と集中による事務事業の最適化


